
三扇とは，校章のデザインで，創立にあたり

葛飾小，法典小，行田西小の三校の子供

（扇）が互いに手を携え（扇が結ぶ），新しい学

校を築くことを意味しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和５年５月３１日 法典西小学校 

 

爽やかな風が心地よく感じられる季節となりました。 

５月１８日（木）には創立４０周年記念行事の一つとして、航空写真撮影とバルーンリリー

スを行いました。実行委員の皆様や多くの保護者の皆様にボランティアとしてご協力いただ

き、ありがとうございました。子供たちにとって大変よい思い出となりました。その後、バル

ーンが飛来したというお手紙やメールが遠く茨城、埼玉、群馬から学校に寄せられており、日

本人の心の温かさ、優しさを実感する、本当に素敵なイベントとなりました。また、２８日

（日）に『クリーン船橋５３０（ゴミゼロ）の日』が実施されました。美しい街づくりにご協

力をいただき、ありがとうございました。５３０推進委員及び町会の皆様にこの場をお借りし

て御礼申し上げます。さて、５月８日(月)に新型コロナウイルス感染症が５類に位置づけられ

ました。これから夏に向けて、マスクを着用することによる熱中症が心配されます。学校では

マスクの着用は個人の判断を尊重し、着用の有無による差別や偏見等が起こらないよう留意し

てまいりますが、マスクの着脱について暑さ対策の観点からご家庭でもご相談いただければと

思います。６月３日（土）に“法西スポーツフェスティバル”を開催いたします。今年のスロ

ーガンは『仲間とともにバトンをつなげ!』です。子供たちは学年練習や早朝からの応援団練

習、各係の打ち合わせ等、一人一人が自分の役割に責任を持ち、本番に向けて取り組んでまい

りました。ぜひ当日は子供たちの頑張りを温かく見守っていただくとともに，労いの言葉をか

けていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

〇警報発令時の学校対応について再周知（教育委員会より） 
  5 月の学校だよりでも掲載いたしました、警報発令時の学校の対応について再度お知らせ

します。下記の QR コードなどをご活用ください。 

１ 対応の基本方針 

（１）船橋市又は千葉県北西部の気象庁予報において、午前６時の時点で警報が発表されてい

る場合は自宅待機をお願いします。 

（２）午前７時の時点で警報が発表されている場合は臨時休業とします。警報が解除されてい

る場合は通常どおりの登校とします。ただし、家庭内で安全を考慮し、登校時間を遅ら

せる等の判断をした場合については、遅刻扱いとはいたしません。 

なお、警報が解除されている場合は、学区の状況によって学校独自の対応をとる可能性

があります。学校独自の対応をとる場合には、学校メールでお知らせします。 

   ※市ホームページでも警報に伴う休業基準を掲載しています。右コードから 

    ご覧ください。 

２ 警報の確認方法 

・気象情報については、テレビ等のメディア、スマートフォン等の端末、インターネットで

保護者が確認してください（学校からのメール配信はなし）。 

※次の方法で、情報を確認することもできます。 

①ふなばし情報メール（t-funabashi@sg-p.jp）      

に直接空メールを送信し登録する。 

②船橋市公式アプリ「ふなっぷ」を船橋市ホームページからダウン 

ロードし、防災サイトにアクセスする。 

法典西小学校だより 

三扇 

URL http://www.houdenw-e.funabashi.ed.jp/ 

TEL  ０４７－３３７－７９８２ 

法典西小学校長   内 野 義 孝 

 

mailto:t-funabashi@sg-p.jp


３ 給食について 

・臨時休業になった場合は、給食費の返金はいたしません。 

・交通機関の停止などの影響で食材が届かない場合は、献立と内容が変更となることもあり

ます。 

 
６月の主な行事 ※下校時刻は，一番早く下校する学年の予定時刻です。 

日 曜 行     事     等 予定下校時刻 

  １ 木 １・２年生歯科検診 １４：４０ 

  ２ 金 法西スポーツフェスティバル前日準備１～５年生短縮４時間  

６年生・５年生係児童短縮５時間 

１３：３０ 

  ３ 土 法西スポーツフェスティバル （給食なし・弁当なし） １２：３０頃 

  ４ 日 法西スポーツフェスティバル予備日  

  ５ 月 振替休業日 法西スポーツフェスティバル予備日  

  ６ 火 相談日 市ＳＣ来校 １４：４０ 

  ７ 水 委員会活動 １４：４０ 

  ８ 木 ３・４年生歯科検診 １４：４０ 

  ９ 金  １４：４０ 

１０  土   

１１  日   

１２  月  １３：４５ 

１３  火 全校朝会 相談日 市ＳＣ来校 １４：４０ 

１４  水  船橋支会 １３：１５ 

１５  木 県民の日  

１６  金 プール開き １４：４０ 

１７  土   

１８  日   

１９  月  １３：４５ 

２０  火 相談日 市ＳＣ来校 １４：４０ 

２１  水 クラブ活動 学校評議員会 １４：４０ 

２２  木 １・３・５年生眼科検診 県ＳＣ来校 １４：４０ 

２３  金 ３年生校外学習（三番瀬）６年生土器火起こし体験②③  １４：４０ 

２４  土   

２５  日   

２６  月  １３：４５ 

２７  火 相談日 市ＳＣ来校 １４：４０ 

２８ 水  １４：４０ 

２９ 木 １・６年生耳鼻科検診  

５年生校外学習（茨城県立博物館・明治なるほどファクトリ－ 

守谷） 

１４：４０ 

３０ 金 １・４年生交通安全教室  １４：４０ 

 

〇令和 5 年 5 月 8 日以降の学校生活における新型コロナウイルス 

感染症に係る対応について（出欠席の取り扱い） 
令和 5 年 5 月 8 日より新型コロナウイルス感染症が 5 類に移行したことに伴い、出欠席

の取り扱いにおいても、従来のインフルエンザとほぼ同様の扱いとなります。ご承知おきく

ださい。尚、法典西小学校では、5 月 8 日～5 月 31 日までの期間を移行期間とし、この期



間につきましては体調不良などの理由での欠席を、従来通り「出席停止」とさせて 

いただきます。 

6 月 1 日からは、医師による感染症の診断があった場合のみ 

「出席停止」となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 学校では、感染症予防のため換気、手洗いの指導などを引き続き 

行います。また、お子さんに発熱やのどの痛み、咳などの普段と異なる症状がある場合には

自宅で療養することや医療機関の受診など、ご家庭の判断でご対応をお願いします。 

※出席停止：欠席扱いにはなりません。 

 

〇第 3 子以降の学校給食費無償化制度の再周知について（市委員会より） 
令和５年２月に船橋市第３子以降の学校給食費無償化制度についての案内をさせていた 

だきましたが、まだ申請されていない方や、新入学・転入等で申請が必要な方がいらっしゃ

いますので、改めて周知をさせていただきます。 

  つきましては、下記の Q＆A や URL の対象要件をご確認いただき、申請が必要な方はお早

めにご申請いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口について（県委員会より） 
千葉県教育委員会は教職員のわいせつセクハラ問題の根絶に向けて『児童生徒向けわいせ

つセクハラ相談窓口』を開設しています。下記の「相談窓口への入り方」をご確認いただく

とともに、これまでどおり学校に相談することと併せてご活用ください。 

なお、千葉県教育委員会は下記の方針の下、教職員の児童生徒に対するわいせつセクハラ

行為の根絶に努めています。 
【相談窓口への入り方(以下のいずれかの方法で入れます)】 

１ 県教育委員会ホームページ「教育委員会のセクハラ相談窓口」ページ内、 

「児童生徒  向けわいせつセクハラ相談窓口（ちば電子申請サービス）へ」 

をクリックする。 

２ 右ＱＲコードを読み取る。 

３ 下記ＵＲＬを入力する。 

「 https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303 」  

 【Q&A】 

Q１：昨年の１１月頃に一度申請をしましたが、再度申請が必要ですか？ 

A１：その頃に申請いただいたものは、無償化の期間が令和５年１月から３月までのものになります。

令和５年４月から令和６年３月までを無償化にする場合は、改めて申請が必要になります。 

 

Q２：自分が申請をしたかどうか確認するにはどうすればいいですか？ 

A２：３月までに申請し、不備のない方へは、４月１４日に決定通知を発送しましたので、そちらでご

確認ください。申請しているのに通知が届かない方は、下記までお問い合わせください。 

 

Q３：子どもは３人いますが、学校給食の提供を受けているのは１人だけです。対象になりますか？ 

A３：小学生以上の子を３人扶養していれば対象となるので、第１子・第２子が大学生や高校生の場合

等も対象になります。 

 

Q４：保護者の所得制限はありますか？ 

A４：所得制限はありません。 

 

【URL】ホームページ（対象要件、申請方法等）： 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/gakkou/002/p108585.html 

【お問い合わせ】  

教育委員会保健体育課給食費係 ☎047-436-2163・2418 

 

https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303
https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/gakkou/002/p108585.html


〇船橋市相談窓口ガイドブックについて （船橋市総合教育センターより） 

お子さんのことで気になることがある方を対象に相談の窓口や必要な情報を紹介して 

います。 

  

         


